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 令和３年５月３１日現在
　　人　口　18,074 人　     （－ 19）
　　男　性 　   8,424 人　     （－ 9）
　　女　性　    9,650 人　   （－ 10）
　　世帯数　   9,761 世帯    （±　 0）

転 入　  40 人
転 出　  42 人
出 生　    3 人
死 亡　  20 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　平成２７年国勢調査（確定値）
　人　口　19,607 人　世帯数　8,769 世帯　

　【税務課からのお知らせ】

　問合せ　税務課 納税グループ　☎２１―２１１６

夜間集合徴収所をご利用ください！

国民健康保険税　　１期 ７月２６日（月）

納期限
～今月の税～

７月２６日（月）１７：３０～１９：００
・役場１階　税務課窓口　
・福祉センター本館（富沢町）
※納付書をご持参ください。
　納税相談も実施しています。

納付に関するＱ&Ａ

Ｑ.納期限までにどうしても納付できない
Ａ. 原則、税金は納期限までに納付することになって
　  います。
    しかし、病気や収入の減少等の事情から納期限ま  
　  でに納付できない方に対し、分割による納付など、   
     個々の実情に応じた納税相談を受けています。
    納税にお困りの方は、一人で悩まずに、税務課納
    税グループにご相談ください。

Ｑ.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減収など    
   があった場合に利用できる町税の猶予制度につい
   て知りたい
Ａ. 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う徴収猶予
   （特例制度）の申請は、令和３年２月１日をもっ
　　て、原則、受付けを終了しておりますが、引き続
　　き、従来の猶予制度の利用について柔軟な対応を
　　行っています。
   制度の詳細や申請方法等につい　
　　ては町ホームページをご覧いた　
　　だくか、税務課納税グループに　
　　お問合わせください。お手持ち　
　　のスマートフォンなどからすぐ　
　　に町ホームページをご覧いただ
　　けます。

Ｑ.納期限までに納付できず、督促状が届いてしまった
Ａ. 納期限を過ぎても納付の確認ができない方には納   
    期限の翌月に督促状が送付され、督促手数料
　　１００円が加算されます。その後も納付や連絡が    
    ないまま放置されますと、税の公平性を確保する
    ために、法律（地方税法等）に基づき滞納処分
   （預金、給与、不動産等の差押）となる場合があ  
    ります。

（敬称略、金額や氏名など寄附者の希望により掲載
　をしない場合があります。）

ご寄附に感謝

●余市町スポーツ振興として
・特定非営利活動法人　余市水泳協会

一金　　１，４００，０００円

固定資産税　　　　２期

※コニサーズ = 評価に値する個性あるワインをう 
　みだすワイナリー

日本ワイナリーアワード 2021 
 　　町内ワイナリー多数受賞

    ～昨年度より２か所増加し、１０ワイナリーが受賞～
　高品質のワインを醸造する全国のワイナリーを、ワ
イン評論家らが評価する（一社）日本ワイナリーアワー
ド協議会主催の【日本ワイナリーアワード２０２１】
で、町内１０か所のワイナリーが入賞しました！
　「多くの銘柄で傑出した品質のワインを生み出して
いる」と評価された最高賞の「五つ星ワイナリー」が１
か所、四つ星が２か所受賞するなど、日本ワイン業界に
おいて、余市町のワイナリーが存在感を増しています。
入賞ワイナリーは次のとおりです。

評価 ワイナリー
５つ星

★★★★★ ドメーヌ・タカヒコ         （登町）

４つ星
★★★★

平川ワイナリー　　         （沢町）

キャメルファームワイナリー（登町）

３つ星
★★★

リタファーム＆ワイナリー   （登町）

登醸造                     （登町）

ドメーヌ・アツシスズキ     （登町）

ドメーヌ・モン             （登町）

モンガク谷ワイナリー       （登町）

ドメーヌ・ユイ             （登町）

コニサーズ 余市ワイナリー           （黒川町）

　問合せ 企画政策課 企画グループ ☎２１―２１１７


